
主要国における給与収入階級別の個人所得課税負担額の比較

給与収入 区分 日本 米国 英国 ドイツ フランス

500万円 単身

夫婦のみ

夫婦子１人

夫婦子２人

37.4

30.2

24.5

15.8

59.7

21.7

0.0

0.0

53.2

48.5

48.5

48.5

44.2

1.2

0.0

0.0

16.2

0.0

0.0

0.0

700万円 単身

夫婦のみ

夫婦子１人

夫婦子２人

68.2

57.3

50.1

39.2

101.9

58.2

16.8

5.6

93.2

88.6

88.6

88.6

90.0

32.2

0.0

0.0

47.9

1.5

0.0

0.0

1,000万円 単身

夫婦のみ

夫婦子１人

夫婦子２人

144.9

133.8

118.2

100.9

172.6

119.7

83.3

74.4

166.2

166.2

166.2

166.2

169.7

93.7

46.7

0.0

115.9

37.8

20.7

3.1

3,000万円 単身

夫婦のみ

夫婦子１人

夫婦子２人

1,058.2

1,058.2

1,031.8

1,001.6

829.4

658.7

625.8

616.8

1,093.4

1,093.4

1,093.4

1,093.4

1,035.7

836.2

768.1

698.4

682.7

468.9

438.0

406.5

4,000万円 単身

夫婦のみ

夫婦子１人

夫婦子２人

1,566.6

1,566.6

1,540.2

1,510.0

1,248.3

988.0

955.0

946.0

1,543.4

1,543.4

1,543.4

1,543.4

1,478.8

1,297.3

1,233.2

1,167.4

1,038.2

772.2

741.3

709.8

5,000万円 単身

夫婦のみ

夫婦子１人

夫婦子２人

2,107.9

2,107.9

2,078.7

2,045.3

1,703.2

1,324.5

1,291.5

1,282.5

1,993.4

1,993.4

1,993.4

1,993.4

1,929.7

1,740.4

1,676.3

1,610.5

1,416.9

1,117.3

1,086.3

1,054.8
（注１）個人所得課税には、所得税（日本については復興特別所得税、ドイツについては連帯付加税を含む。）及び個人住民税等が含まれる。
（注２）比較のためのモデルケースとして夫婦子１人の場合は子が就学中の16歳、夫婦子２人の場合は第１子が就学中の19歳、第２子が就学中の16歳として計算している。
（注３）日本の個人住民税は所得割のみである。米国の個人住民税の例としては、ニューヨーク州及びニューヨーク市の個人所得税を採用している。
（注４）本資料においては、諸外国の税法に記載されている様々な所得控除や税額控除のうち、一定の家族構成や給与所得を前提として実際の税額計算において一般的に適用されている

もののみを考慮して、個人所得課税負担額を計算している。そのため、英国の勤労税額控除（全額給付措置）等の措置は計算に含めていない。一方で、ドイツの児童手当・児童
控除は計算に含まれている（いずれか有利な方が適用）。

（注５）比較の観点から、各国の社会保障に関する税及び保険料は含めていない。
（注６）日本については2024年分（令和６年分）の所得税及び2024年度分（令和６年度分）の個人住民税の定額減税は加味していない。
（備考）邦貨換算レート：１ドル＝150円、１ポンド＝186円、１ユーロ＝162円（基準外国為替相場及び裁定外国為替相場：令和6年（2024年）１月中適用）。 なお、端数は

四捨五入している。
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